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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第232号

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号。以下「法」という。）第５条第１項の規定による特定施設の設
置の許可の申請があったが、その概要は次の１のとおりである。
　なお、同条第４項の規定により、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事
前評価に関する事項を記載した書面を次の２のとおり縦覧に供する。

　令和４年４月５日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　申請の概要
　⑴　申請者の名称、住所及び代表者の氏名
　　　名　称　飛島建設株式会社
　　　住　所　東京都港区港南１丁目８番15号
　　　代表者　代表取締役　乘京　正弘
　⑵　工場又は事業場の名称及び所在地
　　　名　称　飛島・公成・イチグミ特定建設工事共同企業体犬打峠トンネル和束工区第一作業所
　　　所在地　相楽郡和束町大字別所小字上山52番地２
　⑶　特定施設に関する事項
　　ア　種類
　　　　水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１第71号に掲げる自動式車両洗浄施設１基
　　イ　能力
　　　　毎分２～３台連続洗浄
　　ウ　工事の着手及び完成並びに使用開始の予定年月日
　　　　着手予定年月日　法第５条第１項の許可のあった日
　　　　完成予定年月日　着手の日から10日を経過した日
　　　　使用開始予定年月日　完成の日

告　　　　　示

○瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特
定施設の設置の許可申請の概要 （山城南保健所）  237
○関西文化学術研究都市（京都府域）景観
計画の変更 （文化学術研究都市推進課）  239
○農用地利用配分計画の認可 
 （経営支援・担い手育成課）  240
○保安林の指定予定の通知 （中丹広域振興局）   〃
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法律に基づく住宅確保
要配慮者居住支援法人の指定 （住宅課）   〃

公　　　　　告

○土地改良区の定款変更の認可 （農村振興課）  240
○都市計画法に基づく工事完了 （山城北土木事務所）  241

選挙管理委員会

○京都府条例の制定又は改廃等の請求に要する選挙
人名簿に登録されている者の数   〃
○京都府議会の解散等の請求に要する選挙人名簿に
登録されている者の数   〃
○京都府議会議員の解職の請求に要する各選挙区の
選挙人名簿に登録されている者の数   〃
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　　エ　使用時間間隔及び１日当たりの使用時間
　　　　７時から18時までのうち２時間
　　オ　使用の季節的変動
　　　　なし
　　カ　使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の１

日当たりの通常の量及び最大の量
　　　　別表１のとおり
　⑷　汚水等の処理施設に関する事項
　　ア　種類、構造及び能力並びに汚水等の処理の方法
　　　　別表２のとおり
　　イ　工事の着手及び完成並びに使用開始の予定年月日
　　　　着手予定年月日　法第５条第１項の許可のあった日
　　　　完成予定年月日　着手の日から10日を経過した日
　　　　使用開始予定年月日　完成の日
　　ウ　使用時間間隔及び１日当たりの使用時間
　　　　終日
　　エ　使用の季節変動
　　　　なし
　　オ　使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値並

びに当該汚水等の１日当たりの通常の量及び最大の量
　　　　別表３のとおり
２　縦覧等の期間及び場所
　⑴　期間
　　　令和４年４月５日から令和４年４月26日まで
　⑵　場所
　　　関係書類を京都府山城南保健所及び京都府府民環境部環境管理課において縦覧に供する。
　　　なお、和束町役場においてその書類を閲覧することができる。
別表１

別表２
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術研究都市推進課、京都府山城北土木事務所及び京都府
山城南土木事務所において縦覧に供する。

　令和４年４月５日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第233号

　景観法（平成16年法律第110号）第８条第１項の規定
による、関西文化学術研究都市（京都府域）における景
観の形成に関する計画を変更した。
　なお、その関係図書は、京都府商工労働観光部文化学

別表３
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京都府告示第236号

　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関
する法律（平成19年法律第112号）第40条の規定により、
次の法人を住宅確保要配慮者居住支援法人として指定し
た。

　令和４年４月５日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　住宅確保要配慮者居住支援法人の名称及び住所
　　Ｋ ’ ｓＳｔｕｄｉｏ合同会社
　　京都市西京区桂西滝川町43番地３
２　支援業務を行う事務所の所在地
　　京都市西京区桂西滝川町43番地３

　公　　　　告　

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の

京都府告示第235号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、
次のとおり保安林の指定をする予定である旨農林水産大
臣から通知があった。

　令和４年４月５日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　保安林予定森林の所在場所
　　福知山市字川北小字上村山195の１
２　指定の目的
　　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。　　
　　イ　主伐に係る伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計
画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹
種

　　　次のとおりとする。
　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府
中丹広域振興局農林商工部森づくり振興課及び京都府農
林水産部森の保全推進課において縦覧に供する。なお、
福知山市役所においてその関係書類を閲覧することがで
きる。）

京都府告示第234号

　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農地中間管理機構から
申請があった農用地利用配分計画について、同条第５項の規定により次のとおり認可した。

　令和４年４月５日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　農用地利用配分計画の概要

申請年度 申請番号
賃借権の設定等を受ける者

賃借権の設定等を受ける土地
氏名又は名称 住所地の市町村

令和３年度
第71号 岸本　　透 京丹後市 京丹後市久美浜町湊宮当田2398

第72号 岡﨑　省吾 〃 〃　　　〃　　　浦明鳥取ケ丘1602の１ほか12
筆

２　認可した日
　　令和４年３月23日
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会の教育長及び委員の解職の請求に要する選挙人名簿に
登録されている者の総数の80万を超える数に８分の１を
乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に
３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、次のと
おりである。

　令和４年４月５日
京都府選挙管理委員会　　　　
委員長　坪　内　　正　一　

362,611人

京都府選挙管理委員会告示第47号

　京都府議会議員の解職の請求に要する各選挙区の選挙
人名簿に登録されている者の総数の３分の１の数は、次
のとおりである。

　令和４年４月５日
京都府選挙管理委員会　　　　
委員長　坪　内　　正　一　

 北　　　　　区 30,474人
 上　　京　　区 21,142人
 左　　京　　区 41,573人
 中　　京　　区 29,491人
 東　　山　　区 9,711人
 山　　科　　区 36,723人
 下　　京　　区 21,549人
 南　　　　　区 27,185人
 右　　京　　区 54,042人
 西　　京　　区 40,779人
 伏　　見　　区 75,113人
 福　知　山　市 21,136人
 舞　　鶴　　市 22,278人
 綾　　部　　市 9,199人
 宇治市及び久世郡 55,491人
 宮津市及び与謝郡 11,493人
 亀　　岡　　市 24,472人
 城　　陽　　市 21,363人
 向　　日　　市 15,731人
 長岡京市及び乙訓郡 26,890人
 八　　幡　　市 19,497人
 京田辺市及び綴喜郡 23,535人
 京　丹　後　市 15,093人
 南丹市及び船井郡 12,732人
 木津川市及び相楽郡 33,610人

規定により、美豆土地改良区の定款の変更を令和４年３
月23日認可した。

　令和４年４月５日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和４年４月５日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　京田辺市宮津佐牙垣内134の１、134の４
　　（関連区域）
　　京田辺市宮津佐牙垣内133の１の一部、134の２の一
部、市有地
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　長岡京市下海印寺伊賀寺３の１
　　中澤　純子
　　高槻市浦堂本町23の30
　　山本　順次

選 挙 管 理 委 員 会

京都府選挙管理委員会告示第45号

　京都府条例の制定又は改廃及び京都府の事務の執行に
関する監査の請求に要する選挙人名簿に登録されている
者の総数の50分の１の数は、次のとおりである。

　令和４年４月５日
京都府選挙管理委員会　　　　
委員長　坪　内　　正　一　

42,018人

京都府選挙管理委員会告示第46号

　京都府議会の解散並びに京都府の知事、副知事、選挙
管理委員、監査委員、公安委員会の委員並びに教育委員


